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(57)【要約】
【課題】フレームの適切なタイミングを設定できる同期
先を判断する。
【解決手段】通信装置は、自装置を同期先の通信装置に
決定させないために、自装置が他の通信装置から送信さ
れる無線信号の受信タイミングに基づくタイミングで無
線信号を送受信していることを示す情報を、自装置が無
線信号で送信するデータに含めて送信する。
【選択図】図２



(2) JP 2014-17600 A 2014.1.30

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自装置を同期先の通信装置に決定させないために、自装置が他の通信装置から送信され
る無線信号の受信タイミングに基づくタイミングで無線信号を送受信していることを示す
情報を、自装置が無線信号で送信するデータに含めて送信する制御部、を備えることを特
徴とする通信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信装置であって、
　前記制御部は、無線信号を送受信するフレームを生成する際に参照する信号を取得でき
ないと、前記情報を送信する、ことを特徴とする通信装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の通信装置であって、
　前記制御部は、前記参照する信号を取得できない場合、当該参照する信号を取得できる
ときに設定している自装置の識別情報とは異なる他の識別情報に切り換え、当該切り換え
た他の識別情報を前記情報として用いる、ことを特徴とする通信装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の通信装置であって、
　前記制御部は、前記参照する信号を取得できない場合、下り制御情報に含まれる、当該
下り制御情報の送信先を示す識別情報を格納する領域に、自装置が前記情報を格納して送
信する、ことを特徴とする通信装置。
【請求項５】
　他の通信装置が送信した、当該他の通信装置が、当該他の通信装置と異なる別の通信装
置から送信される無線信号の受信タイミングに基づくタイミングで無線信号を送受信して
いることを示す情報を、当該他の通信装置から受信すると、当該他の通信装置を、自装置
が無線信号を送受信するフレームの同期先としない、ことを特徴とする通信装置。
【請求項６】
　複数の通信装置を含む、無線通信システムであって、
　一の通信装置が、
　自装置を同期先の通信装置に決定させないために、自装置が他の通信装置から送信され
る無線信号の受信タイミングに基づくタイミングで無線信号を送受信していることを示す
情報を、自装置が無線信号で送信するデータに含めて送信する制御部、を備えることを特
徴とする無線通信システム。
【請求項７】
　自装置を同期先の通信装置に決定させないために、自装置が他の通信装置から送信され
る無線信号の受信タイミングに基づくタイミングで無線信号を送受信していることを示す
情報を、自装置が無線信号で送信するデータに含めて送信する、ことを特徴とする通信制
御方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信を行う通信装置、無線通信システム、および通信制御方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システム（例えば、ＴＤＤ／ＴＤＭＡ方式を採用するＰＨＳ）では、複数の基
地局が送信する無線信号のタイミングにずれがあると、ハンドオフ等の処理に支障が生じ
たり、基地局間で干渉が生じたりする。
【０００３】
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　そのため、基地局間で無線信号を送受信するフレームのタイミングを一致させる処理（
フレーム同期処理）を行う。このフレーム同期処理では、特定の基地局が送信する制御信
号を、他の基地局が受信し、当該制御信号の受信タイミングに基づいて当該他の基地局が
予め生成したフレームのタイミングを補正する処理を行っている。
【０００４】
　ここで、特定の基地局とは、フレーム同期処理を行う際の基準となるよう設定されてい
る基地局である。そして、特定の基地局は、例えば、有線回線から供給される回線クロッ
クを利用して決定した無線信号の送信タイミング及び受信タイミングにてフレームを生成
する。そして、他の基地局は、特定の基地局と同様の手法で予め生成したフレームのタイ
ミングを、特定の基地局が生成したフレームを基準に補正する。
【０００５】
　また、特定の基地局が送信タイミング及び受信タイミングを決定するにあたり、回線ク
ロックを利用する代わりに、ＧＰＳ受信機を具備してＧＰＳ衛星からの信号（１ＰＰＳ信
号）を利用する技術が提案されている（例えば、特許文献１）。そして、他の基地局、例
えば、ＧＰＳ受信機を具備しない基地局は、ＧＰＳ受信機を有する基地局に階層的に同期
をして送信タイミング及び受信タイミングを決定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１６４８３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＧＰＳ受信機を具備する基地局は、ＧＰＳ衛星からの信号が受信できなくなると、自局
でフレームのタイミングを決定できなくなる。この場合、ＧＰＳ受信機を具備する他の基
地局にフレームのタイミングを同期させることが考えられる。
【０００８】
　この場合、他の基地局も、ＧＰＳ衛星からの信号を受信できなくなっている可能性が高
い。そして、このような他の基地局に同期をさせても、無線信号の送受信タイミングにず
れが生じる可能性が高い。しかしながら、無線通信システム内に存在する複数の基地局の
うち、どの基地局が自局でフレームのタイミングを決定できなくなったのか、判断するこ
とができない。
【０００９】
　本発明は、このような課題に鑑み、適切なフレームのタイミングで無線信号を送受信し
ている通信装置を同期先として判断可能な通信装置、無線通信システム、および通信制御
方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明にかかる代表的な構成は、通信装置であって、自装
置を同期先の通信装置に決定させないために、自装置が他の通信装置から送信される無線
信号の受信タイミングに基づくタイミングで無線信号を送受信していることを示す情報を
、自装置が無線信号で送信するデータに含めて送信する制御部、を備えることを特徴とす
る。
【００１１】
　また、前記制御部は、無線信号を送受信するフレームを生成する際に参照する信号を取
得できないと、前記情報を送信してもよい。
【００１２】
　また、前記制御部は、前記参照する信号を取得できない場合、当該参照する信号を取得
できるときに設定している自装置の識別情報とは異なる他の識別情報に切り換え、当該切
り換えた他の識別情報を前記情報として用いてもよい。



(4) JP 2014-17600 A 2014.1.30

10

20

30

40

50

【００１３】
　また、前記制御部は、前記参照する信号を取得できない場合、下り制御情報に含まれる
、当該下り制御情報の送信先を示す識別情報を格納する領域に、自装置が前記情報を格納
して送信してもよい。
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明にかかる他の構成は、通信装置であって、他の通信
装置が送信した、当該他の通信装置が、当該他の通信装置と異なる別の通信装置から送信
される無線信号の受信タイミングに基づくタイミングで無線信号を送受信していることを
示す情報を、当該他の通信装置から受信すると、当該他の通信装置を、自装置が無線信号
を送受信するフレームの同期先としない、ことを特徴とする。
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明にかかる他の構成は、複数の通信装置を含む、無線
通信システムであって、一の通信装置が、自装置を同期先の通信装置に決定させないため
に、自装置が他の通信装置から送信される無線信号の受信タイミングに基づくタイミング
で無線信号を送受信していることを示す情報を、自装置が無線信号で送信するデータに含
めて送信する制御部、を備えることを特徴とする。
【００１６】
　上記課題を解決するために、本発明にかかる他の構成は、自装置を同期先の通信装置に
決定させないために、自装置が他の通信装置から送信される無線信号の受信タイミングに
基づくタイミングで無線信号を送受信していることを示す情報を、自装置が無線信号で送
信するデータに含めて送信する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、フレームの適切なタイミングを設定できる同期先を判断することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態に係る無線通信システムの概略的な構成を示した図である。
【図２】本実施形態に係る基地局の概略的な構成を示したブロック図である。
【図３】本実施形態に係る基地局の概略的な構成を示したブロック図である。
【図４】本実施形態に係る基地局における無線通信処理を示したフローチャートである。
【図５】本実施形態に係る基地局における無線通信処理を示したフローチャートである。
【図６】識別情報の概要を示す図である。
【図７】ＳＣＣＨの概要を示す図である。
【図８】本実施形態に係る移動局の概略的な構成を示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成を示す図である。無線通信
システム１０は、通信装置として複数の基地局（基地局２０、３０）と、ネットワーク４
０と、移動局５０と、から構成される。複数の基地局には、ＧＰＳ受信機を具備する基地
局２０（２０ａ、２０ｂ）と、ＧＰＳ受信機を具備しない基地局３０（３０ｍ、３０ｎ）
と、が含まれる（詳細は後述する）。
【００２１】
　基地局２０および基地局３０は、移動局５０と無線通信を行う。基地局２０および基地
局３０は、ネットワーク４０からデータを受信し、当該データを移動局５０に送信する。
また、基地局２０および基地局３０は、移動局５０からデータを受信し、ネットワーク４
０に送信する。さらに、各基地局は、無線通信によりデータを他の基地局に送信すること
ができる。
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【００２２】
　また、基地局２０および基地局３０は、他の基地局の何れかとフレームのタイミングを
一致させるため、フレーム同期処理を行っている。ここで、基地局２０ａは、自局が生成
したフレームにおける無線信号の送信タイミングおよび受信タイミングが、他の基地局が
フレーム同期処理を行う際の基準となるよう設定されている基準基地局（１次基地局）で
ある。そして、基地局２０ｂと基地局３０ｍは、基地局２０ａが送信する下り制御信号の
受信タイミングを利用して、各々が生成したフレームのタイミングを補正する２次基地局
である。また、基地局３０ｎは、基地局３０ｍが送信する下り制御信号の受信タイミング
を利用して、予め生成したフレームのタイミングを補正する３次基地局である。以下、こ
のように基準基地局を基準として階層的にフレームのタイミングを補正しているｎ次基地
局（ｎは１以上の整数）における「ｎ次」を従属次数と呼ぶ。
【００２３】
　図２は、本実施形態に係る基地局の構成を示す図である。基地局２０は、通信部２１０
と、ＧＰＳ受信機２２０と、インターフェース（Ｉ／Ｆ）部２３０と、記憶部２４０と、
制御部２５０と、アンテナＡＮＴとを備えている。
【００２４】
　通信部２１０は、アンテナＡＮＴを介して移動局５０から送信される上り無線信号また
は他の基地局から送信される下り無線信号を受信してベースバンド信号に変換（ダウンコ
ンバート）後に、復調及び復号処理を行うことでデータを得る。通信部２１０は、得られ
たデータを制御部２５０に出力する。
【００２５】
　また、通信部２１０は、制御部２５０からのデータの符号化及び変調を行ってベースバ
ンド信号を得た後に、該ベースバンド信号を下り無線信号に変換（アップコンバート）す
る。通信部２１０は、アンテナＡＮＴを介して移動局５０に下り無線信号または他の基地
局に上り無線信号を送信する。
【００２６】
　ＧＰＳ受信機２２０は、ＧＰＳから送信される信号（１ＰＰＳ信号）を受信する。そし
て、ＧＰＳ受信機２２０は、受信した信号を制御部２５０に出力する。
【００２７】
　Ｉ／Ｆ部２３０は、ネットワーク４０から移動局５０宛のデータを受信する。また、Ｉ
／Ｆ部２３０は、移動局５０から受信したデータを、ネットワーク４０に向けて送信する
。さらに、Ｉ／Ｆ部２３０は、ネットワーク４０を介して、または、直接に、他の基地局
とデータを送受信する。
【００２８】
　記憶部２４０は、例えばメモリによって構成され、基地局２０における制御などに用い
られる各種情報が記憶される。また、記憶部２４０には、フレーム同期処理を行う際に利
用する、基準基地局からの従属次数（例えば、図１の基地局２０ｂは２次である。）が記
憶される。さらに、記憶部２４０は、自局のセルＩＤ（識別情報）に関する情報が記憶さ
れるており、当該識別情報には、自局の従属次数に関する情報が含められる。
【００２９】
　制御部２５０は、例えばＣＰＵによって構成され、基地局２０が具備する各種機能を制
御する。また、制御部２５０は、基地局２０の立ち上げ時や、移動局５０と無線通信を行
わない予め定められた期間といった所定のタイミングで、ＧＰＳ受信機２２０から出力さ
れた１ＰＰＳ信号を用いて、無線信号を送受信するフレーム（無線信号の送受信タイミン
グ）を新たに生成する。そして、基準基地局ではない基地局２０の制御部２５０は、さら
に、通信部２１０で受信する他の基地局から送信される下り制御信号の受信タイミングを
利用して、生成したフレームのタイミング（無線信号の送受信タイミング）を補正する。
【００３０】
　一方、無線信号を送受信するフレームを生成するために利用する１ＰＰＳ信号を、ＧＰ
Ｓ受信機２２０から取得できない場合、制御部２５０は、フレームを生成するために必要
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とされる安定したクロックを外部のクロック源（ここでは、ＧＰＳ衛星）から供給されな
くなる。この場合、制御部２５０は、周辺に存在する他の基地局が送信する下り制御信号
を、通信部２１０を介して受信する。制御部２５０は、周辺の他の基地局から受信した下
り制御信号の受信品質（例えば、ＲＳＳＩ）や、受信した下り制御信号に含まれる他の基
地局の識別情報に含まれる、基準基地局を基準とする従属次数を示す情報を利用して、同
期先となる他の基地局を特定する。そして、制御部２５０は、特定した同期先となる他の
基地局が送信する下り制御信号の受信タイミングを利用して、当該他の基地局が無線信号
を送受信するフレームのタイミング（無線信号の送受信タイミング）を判断し、当該フレ
ームのタイミングを自局が無線信号を送受信するフレームのタイミングに設定（エア同期
）する。なお、制御部２５０における、同期先となる他の基地局の特定の詳細は、後述す
る。
【００３１】
　そして、制御部２５０は、エア同期後、自局を同期先の基地局に決定させないための情
報を、自局が無線信号で送信するデータに含め、通信部２１０を介して送信する。なお、
制御部２５０が送信する、自局を同期先の基地局に決定させないための情報については、
後述する。
【００３２】
　また、制御部２５０は、他の基地局から、自局を同期先の基地局に決定させないための
情報を受信すると、当該情報を送信した他の基地局を同期先に決定しないよう制御する。
【００３３】
　図３は、本実施形態に係る基地局の構成を示す図である。基地局３０は、通信部３１０
と、回線クロック取得部３２０と、インターフェース（Ｉ／Ｆ）部３３０と、記憶部３４
０と、制御部３５０と、アンテナＡＮＴとを備えている。
【００３４】
　通信部３１０は、アンテナＡＮＴを介して移動局５０から送信される上り無線信号また
は他の基地局から送信される下り無線信号を受信してベースバンド信号に変換（ダウンコ
ンバート）後に、復調及び復号処理を行うことでデータを得る。通信部３１０は、得られ
たデータを制御部３５０に出力する。
【００３５】
　また、通信部３１０は、制御部３５０からのデータの符号化及び変調を行ってベースバ
ンド信号を得た後に、該ベースバンド信号を下り無線信号に変換（アップコンバート）す
る。通信部３１０は、アンテナＡＮＴを介して移動局５０に下り無線信号または他の基地
局に上り無線信号を送信する。
【００３６】
　回線クロック取得部３２０は、有線回線を介して供給されるクロック信号を定期的に取
得する。そして、回線クロック取得部３２０は、取得したクロック信号を制御部３５０に
出力する。
【００３７】
　Ｉ／Ｆ部３３０は、ネットワーク４０から移動局５０宛のデータを受信する。また、Ｉ
／Ｆ部３３０は、移動局５０から受信したデータを、ネットワーク４０に向けて送信する
。さらに、Ｉ／Ｆ部３３０は、ネットワーク４０を介して、または、直接に、他の基地局
とデータを送受信する。
【００３８】
　記憶部３４０は、例えばメモリによって構成され、基地局３０における制御などに用い
られる各種情報が記憶される。また、記憶部３４０には、フレーム同期処理を行う際に利
用する、基準基地局からの従属次数（例えば、図１の基地局３０ｎは３次である。）が記
憶される。さらに、記憶部３４０は、自局のセルＩＤ（識別情報）に関する情報が記憶さ
れるており、当該識別情報には、自局の従属次数に関する情報が含められる。
【００３９】
　制御部３５０は、例えばＣＰＵによって構成され、基地局３０が具備する各種機能を制
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御する。また、制御部３５０は、基地局３０の立ち上げ時や、移動局５０と無線通信を行
わない予め定められた期間といった所定のタイミングで、回線クロック取得部３２０から
出力されたクロック信号を用いて、無線信号を送受信するフレームを生成する。そして、
基準基地局ではない基地局３０の制御部３５０は、通信部３１０で受信する他の基地局か
ら送信される下り制御信号の受信タイミングを利用して、生成したフレームのタイミング
（無線信号を送受信する送受信タイミング）を補正する。
【００４０】
　また、制御部３５０は、他の基地局から、自局（当該他の基地局）を同期先の基地局に
決定させないための情報を受信すると、当該情報を送信した他の基地局を同期先に決定し
ないよう制御する（詳細は後述する。）。
【００４１】
　次に、無線通信システム１０における基地局２０の無線通信処理を、図４を用いて説明
する。
【００４２】
　図４は、図２に示される基地局２０における通信処理を示すフローチャートである。
【００４３】
　まず、図４のステップＳ４０１において、基地局２０の制御部２５０は、基地局２０の
立ち上げ時や、移動局５０と無線通信を行わない予め定められた期間や、移動局５０との
無線通信可能な期間（インサービス）内の予め設定された期間等の、所定のタイミングに
なると、ＧＰＳ受信機２２０から出力される１ＰＰＳ信号の取得を試みる。
【００４４】
　制御部２５０は、ＧＰＳ受信機２２０から１ＰＰＳ信号を取得できた場合（ステップＳ
４０２Ｙｅｓに相当）、ステップＳ４０７において、取得した１ＰＰＳ信号を用いてフレ
ームを生成する。
【００４５】
　制御部２５０は、ステップＳ４０８において、自局が基準基地局（１次基地局）である
場合（ステップＳ４０８Ｙｅｓに相当）、そのまま処理を終了する。
【００４６】
　一方、制御部２５０は、ステップＳ４０８において、自局が基準基地局（１次基地局）
でない場合（ステップＳ４０８Ｎｏに相当）、ステップＳ４０９において、制御部２５０
は、同期先の他の基地局から送信される下り制御信号の受信タイミングを利用して、生成
したフレームの送受信タイミングを補正し、処理を終了する。
【００４７】
　一方、制御部２５０は、ＧＰＳ受信機２２０から１ＰＰＳ信号を取得できない場合（ス
テップＳ４０２Ｎｏに相当）、ステップＳ４０３において、周辺に存在する他の基地局が
送信する下り制御信号を、通信部２１０を介して受信し、当該下り制御信号の受信品質や
、当該下り制御信号に含まれる他の基地局の識別情報に含まれる、基準基地局を基準とす
る従属次数を示す情報を利用して、同期先となる他の基地局を特定する。ここで、制御部
２５０は、同期先となる他の基地局を特定するにあたり、例えば、従属次数の小さい他の
基地局を同期先として特定したり、同一の従属次数の複数の他の基地局からの下り制御信
号を受信した場合には、これらの各基地局から送信される無線信号の受信品質が高いもの
を同期先として特定したりしてよい。しかしながら、制御部２５０は、下り制御信号を受
信できた他の基地局のうち、自局（当該他の基地局）を同期先の基地局に決定させないた
めの情報を送信している他の基地局は、同期先に特定しない。
【００４８】
　制御部２５０は、ステップＳ４０４において、特定した同期先となる他の基地局が送信
する下り制御信号の受信タイミングを利用して、当該他の基地局が無線信号を送受信する
フレームのタイミング（無線信号の送受信タイミング）を判断し、当該フレームのタイミ
ングを自局が無線信号を送受信するフレームのタイミングに設定（エア同期）する。
【００４９】
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　制御部２５０は、ステップＳ４０５において、自局を同期先の基地局に決定させないた
めの情報を、自局が無線信号で送信するデータに含める。
【００５０】
　ステップＳ４０６において、制御部２５０は、自局を同期先の基地局に決定させないた
めの情報を含めたデータを、通信部２１０を介して送信する。
【００５１】
　図５は、図２に示される基地局２０、または、図３に示される基地局３０における通信
処理を示すフローチャートである。
【００５２】
　ステップＳ５０１において、基地局２０の制御部２５０、または、基地局３０の制御部
３５０は、他の基地局から、自局を同期先の基地局に決定させないための情報を含められ
たデータを受信する。
【００５３】
　ステップＳ５０２において、制御部２５０、または、制御部３５０は、ステップＳ５０
１において受信した情報を送信した他の基地局を、同期先の基地局としないことを決定し
て処理を終了する。
【００５４】
　次に、図２における基地局２０が、無線信号で送信するデータに含める、自局を同期先
の基地局に決定させないための情報について述べる。なお、自局を同期先の基地局に決定
させないための情報を、無線信号で送信するデータに含める方法としては、以下のような
処理がある。
【００５５】
　（第１の処理）
　基地局２０の制御部２５０は、ＧＰＳ受信機２２０から１ＰＰＳ信号を取得できなくな
り、特定した他の基地局にエア同期後、自局の従属次数（例えば、図１の基地局２０ｂは
２次である。）を、自局がエア同期中であることを示す情報に切り換える。そして、制御
部２５０は、この従属次数に関する情報の、自局がエア同期中であることを示す情報への
切り換えに伴い、自局のセルＩＤ（識別情報）をエア同期前（通常状態）の識別情報から
、記憶部２４０に記憶する、エア同期中であることを示す別の識別情報（エア同期中の識
別情報）に切り換える。
【００５６】
　ここで、図６に、基地局２０におけるセルＩＤ（識別情報）の一例とし、ＰＨＳにおけ
る基地局の識別情報の概要を示す。ここで、識別情報に含まれる、事業者識別符号とは、
無線通信システム１０を管理する事業者を識別するための符号であり、各事業者に固有の
符号が割り当てられている領域である。また、一斉呼出エリア番号とは、基地局２０を含
む複数の基地局が、移動局に対して一斉に着信を通知するエリアを示す符号が割り当てら
れる領域である。また、付加ＩＤには、基地局２０がどのような変調方式に対応している
か否か等を示す「高度化」に関する情報や、基地局２０における従属次数を示す情報（フ
レーム同期バージョン）を含む領域が割り当てられている。このように、各種情報が割り
当てられる領域が規定され、各領域に情報が格納されることで、識別情報は設定される。
そして、制御部２５０は、ＧＰＳ受信機２２０から１ＰＰＳ信号を取得できなくなり、特
定した他の基地局にエア同期した後、従属次数に関する領域に含まれる情報が、自局がエ
ア同期中であることを示す情報となっているエア同期中の識別情報に切り換える。
【００５７】
　そして、制御部２５０は、切り換えた自局の識別情報（エア同期中の識別情報）を、自
局が無線信号で送信する、下り制御信号や、ユーザデータを送信する際の制御情報等に含
めて送信する。そして、送信された識別情報を含む下り制御信号等で受信した他の基地局
は、当該識別情報内に含まれる従属次数の領域を参照することで、当該下り制御情報を送
信した基地局がエア同期中であることを判断でき、同期先としないことを決定できる。
【００５８】
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　（第２の処理）
　また、基地局２０の制御部２５０は、ＧＰＳ受信機２２０から１ＰＰＳ信号を取得でき
なくなり、特定した他の基地局にエア同期した後、例えば、ＰＨＳといった無線通信シス
テムの基地局である場合は、自局が他の基地局にエア同期中であることを示す情報を、チ
ャネル割当制御チャネル（ＳＣＣＨ）を送信するために割り当てられた所定の各タイミン
グ（例えば、２０通信フレーム間隔）で送信する。
【００５９】
　具体的には、ＳＣＣＨを送信するタイミングでは、移動局等に通知する情報がない場合
、予め規定された優先順位に基づいて、他の情報（例えば、報知用チャネル、着信情報チ
ャネルの再送等）が送信される。ＳＣＣＨを送信するタイミングでは、他の情報において
、その優先順位の下位には、例えば、無線リソースに関する情報を通知する無線リソース
情報報知メッセージや、情報の入っていないＰＣＨ（以下、アイドルＰＣＨと呼ぶ。）が
規定されている。そこで、ＧＰＳ受信機から１ＰＰＳ信号を取得できなくなり、特定した
他の基地局にエア同期した後、ＳＣＣＨを送信するタイミングにおいて、移動局等に通知
する情報がない場合、自局がエア同期中であることを示す情報をＳＣＣＨ（以下、擬似Ｓ
ＣＣＨと呼ぶ。）に含めて送信することで、他の基地局に対して、自局がエア同期中であ
ることを通知する。
【００６０】
　ここで、図７に、ＰＨＳにおける基地局が送信するＳＣＣＨの概要を示す。ここで、Ｓ
ＣＣＨに含まれる、Ｒとは過渡応答用ランプタイムを、Ｓはスタートシンボルを、ＰＲは
プリアンブルを、ＵＷは同期ワードを、ＣＩはチャネル種別を、ＣＳ－ＩＤは基地局のセ
ツＩＤ（識別情報）を、ＰＳ－ＩＤは送信先の識別情報を、Ｉは送信先へ通知する通信チ
ャネルの割り当て情報を、ＣＲＣは巡回冗長符号が格納される領域を示している。そして
、制御部２５０は、ＳＣＣＨ内の送信先の識別情報を含む領域（ＰＳ－ＩＤ）に、自局が
エア同期中であることを示す情報を格納する。
【００６１】
　その後、制御部２５０は、ＳＣＣＨを送信するタイミングで、通信部２１０を介して、
自局がエア同期中であることを示す情報を格納したＳＣＣＨ（擬似ＳＣＣＨ）を送信する
。そして、送信された擬似ＳＣＣＨを受信した他の基地局は、送信先の識別情報を含む領
域（ＰＳ－ＩＤ）を参照することで、当該擬似ＳＣＣＨを送信した基地局がエア同期中で
あることを把握し、当該基地局への同期が「不可」であることを判断でき、同期先としな
いことを決定できる。
【００６２】
　次に、図２における基地局２０が、自局を同期先の基地局に決定させないための情報を
送信する前後の、基地局２０と移動局５０とにおける無線通信に関連する動作について述
べる。
【００６３】
　図８は、本実施形態に係る移動局の構成を示す図である。移動局５０は、通信部５１０
と、記憶部５４０と、制御部５５０と、アンテナＡＮＴとを備えている。
【００６４】
　通信部５１０は、アンテナＡＮＴを介して基地局２０または３０から送信される下り無
線信号を受信してベースバンド信号に変換（ダウンコンバート）後に、復調及び復号処理
を行うことでデータを得る。通信部５１０は、得られたデータを制御部５５０に出力する
。
【００６５】
　また、通信部５１０は、制御部５５０からのデータの符号化及び変調を行ってベースバ
ンド信号を得た後に、該ベースバンド信号を下り無線信号に変換（アップコンバート）す
る。通信部５１０は、アンテナＡＮＴを介して基地局２０または３０に上り無線信号を送
信する。
【００６６】
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　記憶部５４０は、例えばメモリによって構成され、移動局５０における制御などに用い
られる各種情報が記憶される。
【００６７】
　制御部５５０は、例えばＣＰＵによって構成され、移動局５０が具備する各種機能を制
御する。また、制御部５５０は、基地局２０または３０と無線通信を行う際、通信部５１
０を介してチャネル割り当て要求を行ったり、基地局２０または３０との無線通信に用い
ている通信チャネルの通信品質が悪化した場合に、接続中の基地局に対して通信チャネル
の切り換え要求を行ったりする。
【００６８】
　次に、図２における基地局２０が、上述の（第１の処理）による、自局を同期先の基地
局に決定させないための情報を送信した際の、基地局２０と移動局５０とにおける無線通
信に関連する動作について述べる。
【００６９】
　基地局２０の制御部２５０が、ＧＰＳ受信機２２０から１ＰＰＳ信号を取得できなくな
り、特定した他の基地局にエア同期後、通常状態の識別情報からエア同期中の識別情報に
切り換え、当該切り換えたエア同期中の識別情報を、下り制御信号等に含めて送信する。
【００７０】
　このとき、基地局２０が識別情報を切り換える前から、当該基地局２０のセルエリア内
に存在し、基地局２０と無線通信中でない移動局５０は、当該識別情報の切り換えに伴い
、当該移動局５０の制御部５５０は、当該基地局２０に位置登録要求を、通信部５１０を
介して送信する。
【００７１】
　また、基地局２０が識別情報を切り換える前から、当該基地局２０のセルエリア内に存
在し、かつ、識別情報の切り替え前後において当該基地局２０と無線通信中の移動局５０
は、無線通信中は、下り制御情報等を受信して当該基地局２０の識別情報の切り換えを把
握することができない。そのため、移動局５０の制御部５５０は、移動などにより無線通
信に用いている通信チャネルの通信品質が悪化し、当該基地局２０に対して通信チャネル
の切り換え要求を行う際、当該切り換え要求に、切り換え前の識別情報（通常状態の識別
情報）を含めて当該基地局２０に送信することになる。
【００７２】
　このような場合、基地局２０の制御部２５０は、切り換え要求に含まれる自局の識別情
報が、現在の識別情報（エリア同期中の識別情報）と異なる通常状態の識別情報であった
としても、当該切り替え要求を受け入れ、移動局５０に対し、通信チャネルを切り換える
制御を行う。これにより、識別情報の切り換えが行われたことを把握できない状況にある
移動局５０においても、当該基地局２０との無線通信を継続して行うことができる。
【００７３】
　次に、図２における基地局２０が、上述の（第２の処理）による、自局を同期先の基地
局に決定させないための情報を送信した際の、基地局２０と移動局５０とにおける無線通
信に関連する動作について述べる。
【００７４】
　基地局２０の制御部２５０が、ＧＰＳ受信機２２０から１ＰＰＳ信号を取得できなくな
り、特定した他の基地局にエア同期後、自局がエア同期中であることを通知するため、擬
似ＳＣＣＨを送信する。
【００７５】
　この場合、基地局２０の制御部２５０が送信する、自局がエア同期中であることを示す
情報は、擬似ＳＣＣＨ内の送信先の識別情報を含む領域（ＰＳ－ＩＤ）に含まれることに
なるため、移動局５０の制御部５５０は、当該擬似ＳＣＣＨを受信したとしても、自局あ
てのＳＣＣＨでないと認識し、当該ＳＣＣＨに対応する処理は行わない。これにより、他
の基地局に対してのみ、自局がエア同期中であることを通知することができ、移動局５０
は特別な処理をすることがないので、移動局５０における処理負荷を軽減できる。
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【００７６】
　以上、本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づ
き種々の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形
や修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。
【００７７】
　例えば、各部材、各手段、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないよ
うに再配置可能であり、複数の手段やステップなどを１つに組み合わせたり、或いは分割
したりすることが可能である。
【００７８】
　また、上記の実施例においては、基地局２０の制御部２５０は、ＧＰＳ受信機２２０か
ら１ＰＰＳ信号を取得できなくなると、自局を同期先の基地局に決定させないための情報
を送信していたが、その後、ＧＰＳ受信機２２０から１ＰＰＳ信号を取得できるようにな
ると、同期先の基地局に決定させないための情報の送信を停止してもよい。この場合、上
述の（第１の処理）においては、基地局２０の識別情報を、エア同期中の識別情報から通
常状態の識別情報に切り換え、上述の（第２の処理）においては、擬似ＳＣＣＨの送信を
停止してもよい。
【００７９】
　また、上記の実施例においては、基地局３０が、基地局２０から同期先の基地局に決定
させないための情報を受信すると、同期先に決定しないようにしていた。しかしながら、
基地局３０は、フレームを生成するために必要とされる安定したクロックを外部のクロッ
ク源（ここでは、回線クロック）から供給されているので、適切な送受信タイミングのフ
レームを生成でき、送受信のタイミングがずれる可能性が低いことから、基地局３０の制
御部３５０は、基地局に決定させないための情報を送信した基地局２０を同期先の基地局
に決定してもよい。また、基地局２０の制御部２５０は、他の基地局２０から同期先の基
地局に決定させないための情報を受信の有無に関わらず、他の基地局２０を同期先に決定
しないようにしてもよい。
【００８０】
　さらに、上記の実施例においては、通信装置として、基地局を用いて説明したが、この
他に、基地局と移動局との間で送受信されるデータを中継する無線中継装置に適用しても
よい。
【符号の説明】
【００８１】
　１０　通信システム、２０，３０　基地局、４０　ネットワーク、５０　移動局、２１
０，３１０，５１０　通信部、２２０　ＧＰＳ受信機、２３０，３３０　Ｉ／Ｆ部、２４
０，３４０，５４０　記憶部、２５０，３５０，５５０　制御部、３２０　回線クロック
取得部、ＡＮＴ　アンテナ。
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